
沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
の
返
還
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯

決
議

平

成

二

十

四

年

三

月

二

十

八

日

参
議
院
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
沖
縄
県
及
び
市
町
村
が
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
利
用
推
進
の
た
め
の
公
共
事
業
を
行
う
際

に
は
、
過
大
な
地
方
負
担
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

右
決
議
す
る
。


